
グループホームあゆみ

自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症
の人の理解や支援の方法を、地域の人々に向け
て活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

入居継続困難な利用者の在宅介護につい
て市担当者や地域包括との連携したり、地
域包括担当者からの紹介による入居の受
け入れなど協力関係を築いている。

市の担当部署や地域包括支援センターとは制度面、新型
コロナの情報や対策などについての相談、市のアンケート
調査などで連携している。地域包括支援センターを介して
自宅へ戻った方もおり、また、紹介をいただき入居に到っ
たケースもある。介護認定更新の際には調査員がホーム
に来訪し、職員が必要な情報を提供しており、更新申請や
区分変更の代行申請も行っている。例年、地域のグルー
プホーム連絡会に参加して情報交換をしているが、新型コ
ロナ禍により現在は休止中である。また、緊急事態宣言期
間以外は毎月介護相談員が来訪し、利用者から得た情報
を職員へフィードバックしていたが、現在、中止となってい
る。

佐久大学信州短期大学部の学生2名の介
護実習を受け入れ、グループホームでの生
活や介護について学習してもらった。

ご家族代表・地域の区長、民生児童委員、
市職員、地域包括支援センター職員の方々
に参加していただき、２ヶ月に１度開催して
いる。コロナ感染の特別警報発令時は書面
報告を実施した。

新型コロナ感染警戒レベルが低い時は密にならないように
母体の法人の広い会議室を利用して2ヶ月に1回開催して
いる。感染レベルが高い時には書面開催としたこともあ
る。家族、区長、民生児童委員、市職員、地域包括支援セ
ンター職員、ホーム職員が参加し、利用状況や事故・ヒヤ
リハットの報告、職員状況を報告し意見交換している。会
議においては、事故報告のあった事例のその後の状況に
ついての質問等が寄せられており、また、要望等を頂くこと
もあり、活発な意見交換が行われている。

毎朝の朝礼で理念の唱和を行い、共有し、
常に行動の指針としている。
その日の目標を各自がもって、実践できる
よう心掛けている。
日常のケアについての課題も、理念に沿っ
て考えるようミーティングでも話し合ってい
る。

「居心地の良さの追求と新しい介護の創造」というスローガ
ンを立て、毎朝の朝礼で唱和している。また、倫理や「13の
徳目」の冊子を利用し職員一人ひとりがその日の目標を決
め、それを意識しながら日々の支援に当っている。更に、
月初に目標を立て月末に振り返りを行うことを繰り返し、職
員の仕事力だけでなく人間力や判断力を高める取り組み
もしている。職員は理念や運営方針を十分理解しており、
理念にそぐわない言動等が見られることは稀であるが、万
が一そのようなことがあればお互いに注意し合ったり、管
理者から指導するようにしている。

幼稚園児の来訪予定があったが、コロナ７
波の拡大により中止となったため、園児より
絵手紙を頂き、お返しに利用者の皆さん手
作りのポプリを差し上げた。
地域の一員として、ホーム前のフラワーロー
ドの植え付け・管理は例年通り行い、地域
の一員としてアピールできた。

法人として地元区に協力費を納めている。現在は新型コロ
ナウィルス感染防止の観点から、幼稚園児や小学生との
交流、中学生の福祉体験の受け入れ、ボランティアの来訪
などが自粛となっているが短大の実習は新型コロナ対策
を十分に取り実施されている。また、直接会えないが幼稚
園児との交流はプレゼントのやり取りで継続している。更
に、そのような中、ホーム前のフラワーロードの手入れを
行ったり、地域住民からの差し入れがあり、可能な限り地
域との関わりを継続している。

（別紙の２）

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介護保険法指定基
準における禁止の対象となる具体的な行為」を正
しく理解しており、玄関の施錠を含めて身体拘束
をしないケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映

代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環
境・条件の整備に努めている

毎月のユニット毎のミーティングには必ず管
理者が出席し、職員からの意見や提案を聞
き、運営方法の改善に活かしている。
代表者は昼食をホームでとり、ご入居者と
の交流や職員とのコミュニケーションを図っ
ている。

毎日の朝礼やその後のユニットごとの申し送りを大切にし
意思疎通を図っている。また、月1回のユニット会議などで
職員の意見を聴き、管理者は随時代表者へ伝えている。
また職員は年1～2回、管理者や代表者との面談の機会が
あり、管理者はストレスチェックも含めて、その都度職員に
声掛けをしている。接遇面を主とした人事考課制度が整え
られつつある。

介護職員等ベースアップの補助金や加算の
申請をし、給与水準を上げている。また、
サービス残業をする事の無いよう労働時間
の管理を行い、有休取得促進や健康保険
制度の活用により体調不良の際にはきちん
と休める体制を作っている。

契約時には事前に契約書・重要事項説明
書をお渡しして内容を確認していただいた
上で、契約時に口頭にて説明をしている。
事後でも不安や疑問については、随時説明
している。

ご入居者の日々のご要望は傾聴し、ご家族
との連絡や報告に、オンラインを利用して日
常の様子を伝えている。ご要望があれば迅
速な対応に努めている。

職員の働きかけに対して約三分の二の利用者が自分の要
望などを表出することができ、日々の会話の中で傾聴し、
表出できない方については表情や仕草、家族からの情報
を基に推察するようにしている。家族からは面会時や電話
連絡時などに随時意見を聴いている。現在コロナ禍で感
染防止の観点から様々な活動が制限される中、予約制
で、面談室での短時間の面会やベランダなどの外での面
会、オンラインを使用した面会を実施し、また、利用者の日
常の様子を撮影し動画として家族へ送信したり暑中見舞
いのハガキを郵送するなど、家族との関係が途切れない
ように努めている。

外部講師による虐待防止の配信での研修
視聴し課題のテストにより学習している。特
に日常の中で起こりやすい「不適切ケア」を
見過ごさないよう努めていいる。

成年後見制度を利用し、保佐人・後見人の
ついているご入居者が３名在籍いており、
制度については理解できている。必要と思
われる場合は入居時に制度の説明を行う
事もあり。

事故防止のため玄関はオートロックとしてい
るが、外出希望のある方は職員同行により
気分転換の散歩等実施している。
定期研修として配信の講義を各自視聴後に
課題のテストで内容の確認をしている。

ホーム前の道路は交通量が多いため、事故防止の観点か
ら玄関の施錠をしている。所在確認や転倒防止のために
センサーを使用しているが、事前に家族へ説明し同意を得
て、毎月の職員会議にて検証を行い、必要性についても
話し合い、早期の解除に取組んでいる。職員は身体拘束
や高齢者虐待防止に関するWeb研修や職員会議での話し
合いを通して人権意識を高めている。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

施設としてできる事、できない事を誠実にお
話して、ご家族としての協力していただける
ことを一緒に考えている。
面会制限が続く中でも、可能な場合は短時
間でも会える機会を作っている。

環境の変化に伴い不安定になる事の無い
よう、必要であれば使い慣れた福祉用具の
使用継続（レンタルサービス）や、精神面の
安定のための病院受診等をご家族と相談し
対応している。

ご本人のできる事は継続してしてもらい、出
来ない事を一緒に行っている。
調理、食器拭き、洗濯物たたみなど役割を
持って頂き、職員からの感謝の気持ちを多く
伝えるようにしている。

ご本人が安心できるように、十分にお話を
聞き、1対1対応の機会を多くして、安心を確
保できるように信頼関係づくりに努めてい
る。

施設入居に至った経緯等のヒアリングを通
して、ご家族が感じているご本人が不安に
思っている事への対応について、今までの
入居者様の様子を含めて説明をしている。
入居後１～２週間はご様子を電話やメール
でこまめに報告している。

業務に必要なスキルアップのための内部研
修を毎月のミーティングで実施している。
ネット配信サービスと年間契約し、専門知識
のある講師による有料研修を自由に閲覧で
きるようにしている。

新型コロナウィルス感染予防のため、外部
との交流は出来ていない。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に
努めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

日々の生活の様子を勤務帯毎の経過記
録・排泄表や食事水分表の記録で把握して
いる。ケアマネジャーは適宜、記録と申し送
りで確認し、直接本人と会話し、必要時ケア
を行い、現状把握に努めている。

ご本人と話をし、会話や家族から聞き取った
生活歴、習慣、ご本人の好みや性格を基に
意向や思いの把握に努めている。会話が難
しい場合は、表情や、仕草、声のトーンから
推測し、ご本人の意向に沿うようにを心がけ
ている。

約三分の二の利用者が自分の思いや意向を表出でき、
日々の関わりの中での会話や生活歴などから把握し一人
ひとりの思いに沿っている。表出できない方からは表情や
仕草、生活歴、家族からの情報も踏まえて類推するように
し、寄り添っている。職員は日々の支援の中で利用者に声
がけをし、食事の下ごしらえ、洗濯物畳み、お茶パックの
袋詰めなどを手伝っていただくようにし張り合いに繋げて
いる。利用者から何気ないつぶやきがあった場合には、申
し送りやユニット会議で共有するようにしている。

ご本人・ご家族に聞き取りを行い、生活歴、
習慣、好み、性格、以前のサービス利用状
況から、情報収集・アセスメントを行ってい
る。

利用者個々の状態や個性を見ながら食事
席の変更をしてコミュニケーションがとれる
ようにしている。

在宅復帰して退居する方について、住宅改
修の申請手続きをし、居宅のケアマネー
ジャーと連携し情報提供をしている。
退居後もご家族からの依頼があれば、申請
書類などに協力している。

コロナ禍により外部との交流が困難だが、
感染状況に合わせて面会可能のご案内を
こまめに発信している。
馴染みの風景等を見にドライブへ出かけた
り、季節の行事などで慣れ親しんだ習慣を
大切にしている。

新型コロナウイルス禍の中、以前は知人や友人の面会が
時折あり、年末年始に家族と外出する利用者もいたが、現
在は親族が面会に来たり、家族の了解を得た近所の方が
予約制で短時間の面会を行うことがある。そうした中でも、
利用者の自宅近くまでドライブをして馴染みの場所を巡る
こともある。また、昔ながらの季節の行事には力を入れて
おり、お正月のまゆ玉飾りやどんど焼きなど、ホーム内で
雰囲気を楽しめるようにしている。秋には、例年、庭で焼き
芋会を楽しんでいる。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

26 （10）○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （11）○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納
得が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築
きながら、適切な医療を受けられるように支援して
いる

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関
係者との情報交換や相談に努めている。あるい
は、そうした場合に備えて病院関係者との関係づ
くりを行っている。

朝の申し送り情報を施設内看護師にも伝
え、体調管理について相談・対応方法の指
示をもらったりしながら、必要な時、受診に
つなげられるように協力している。

入退院時には、医療機関のＭＳＷと連絡を
取り、相互に情報共有を行っている。ご本人
の状態に合わせて、退院後の生活について
相談を行い、協力しながら、スムーズに施
設生活へ復帰されるように努めている。

以前は、地域の方や幼稚園の園児が来て、
ハーモニカ演奏やお遊戯を見せて下さった
が、コロナウイルス感染症対策が必要に
なってからは、行なっていない。　今は、地
域内の催し物（バルーンフェスティバル・花火
等）の映像を撮ってきて観て、楽しんでもらっ
ている。

ご本人・ご家族の望まれるかかりつけ医に
往診を依頼し、体調変化時は報告し、情報
共有を行っている。行事食や嗜好に合わせ
た食事を提供し、個別のニーズに対応して
いる。

利用契約時に入居前のかかりつけ医の継続やホームの
協力医を選択できることを伝えている。ホーム近くの協力
医の往診が月1回あり、また、利用者の状態に応じて随時
の往診も可能となっていることから大半の利用者が協力医
へ移行している。ホームの職員として看護職員がいるため
24時間オンコール可能な体制となっている。基本的に専門
科目への受診は家族対応となっておりホームから必要な
情報はコピーなどで提供し、緊急時には看護師や管理者
が付き添い、受診後には詳細な情報を家族へフィードバッ
クしている。また、歯科医の往診や歯科衛生士の訪問指
導も受けることができるようになっている。

日々のご入居者のご様子を経過記録・排泄
表や食事水分表等に記録を残し、職員間で
情報共有し、ケアの見直しを行っている。

ご本人・ご家族の望まれる外出等（例：美容
院、旅行等）に柔軟に対応し、望まれる機関
の往診や通院の調整・介助等を行ってい
る。行事食やご本人の好まれる食事を提供
したり、医療と連携しながら、個別のニーズ
に対応している。

毎月1回行っている各ユニットのミーティング
で現状課題を職員間で共有し、それぞれの
入居者に合わせたケアについて話し合い、
チーム内で統一したケア計画とモニタリング
を行っている。、

職員は2～3名の利用者を担当しており、毎月のユニット会
議でアセスメントや課題抽出を行い、また、カンファレンス
でモニタリングをしている。新規利用者については2ヶ月～
3ヶ月単位で利用者や家族の意向を聴きながら見直し、落
ち着きが見えたら短期目標は6ヶ月、長期目標は1年ある
いは認定期間で設定している。また、利用者の心身の状
況に変化があった場合には随時の見直しをしている。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

33 （12）○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

35 （13）○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14）○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

できる部分はご本人にして頂き、介助が必
要な方は声掛けして意向を聞きながら、整
容のお手伝いをしている。

介護者の一方的な思いでの支援・内容・方
法にならないように、利用者が自己選択して
決定できるような声掛けを心掛けている。

ユニット全体としての日課スケジュールは大
まかに決めてあるが、利用者の希望を第一
に考え、個々が過ごしたい場所を選べるよう
に、強制はしない対応を心掛けている。

年に二回避難訓練を行い、避難経路や消
火器の位置の確認も行い、使い方を見直し
て、災害時に備えるようにしている。避難訓
練時は、職員と入居者が一緒に実際の災
害を想定して、避難・誘導を体験する事で、
より理解を深めるようにしている。

春と秋に昼夜の想定で総合訓練を行っており、水害や土
砂災害を想定した地区の安否確認訓練にも参加してい
る。ホームとして緊急連絡網や防災マニュアルが整備され
ており、年1回防災についての研修も実施している。また、
備蓄として米やコンロ、小型発電機が用意されており、水
や非常食の備蓄も準備されている。

声掛けの際には否定的な言葉や上から目
線での命令口調にならないように十分注意
し、言葉遣いを意識して対応している。
定期的に接遇マナーやプライバシー保護の
研修を実施している。

毎年度、必須研修として接遇マナーやプライバシー保護に
ついての研修を行い、法人で契約しているネット配信の講
義からピックアップしユニット会議で学習し、職員の人権意
識を高めている。利用者の呼び掛けについて基本的に苗
字や名前に「さん」付けとしているが、利用者によっては愛
称で呼ばれることを希望する方もあり、あくまでも年長者へ
の敬意を保ちながら接している。また、入居期間が長くな
ることにより馴れ合いになってしまうこともあり、そのような
時は職員同士で声を掛け合ったり、管理者から指導してよ
り良い支援に繋げている。

重症化した場合や終末期に近づいた時に
は、その後のご意向について、変化がある
毎にご家族に報告を行い、主治医と連携し
て状態説明を行ってもらいながら、施設とし
て出来る対応を協議して行っている。

法人として看取りの指針があり、利用契約時に本人と家族
に説明し同意を得ている。重度化した場合には協力機関
のクリニックにて家族、医師、看護師、管理者間での話し
合いを行い看取り支援に入っている。看取り後には職員会
議にて振り返りを行っている。

職員は、内部研修において救命救急対応
について学んでいる。急変時の対応につい
て、マニュアルが作成、設置してある。
ＡＥＤ・吸引ノズル等、も設置して緊急時に
備えてある。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

40 （15）○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好
みや力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準
備や食事、片付けをしている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16）○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

45 （17）○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

週2回の入浴が確保できるように、スケー
ジュールを決めて誘導を行っているが、ご
本人の希望や体調不良などで予定日に入
浴できない場合は、日にちや時間を変更し
てタイミングを計って対応している。

基本的に週2回の入浴となっているが、曜日を固定せずに
利用者の希望に応じて入浴していただいている。見守りを
受けながらほぼ自立している方が若干名いるが、ほとんど
の利用者が一部介助を必要としており、必要に応じて足浴
をしたり、ターミナル期の方にはシャワー浴や清拭で対応
している。また入浴を拒否される方には入りたくない理由を
考え、工夫をすることで入浴していただけるようにしてい
る。随時、ゆず湯や入浴剤なども使用し、入浴を楽しんで
いただけるようにしている。

ひとりひとりの排泄パターンを把握し、トイレ
またはポータブルトイレでの排泄が自立で
行えるよう支援している。
個別の状態に合わせて、随時排泄用品も変
更をしている。

三分の一の方が職員の見守りを受けながらほぼ自立して
いるが、他の方は何らかの介助が必要であり、リハビリパ
ンツとパットを使用したり、テープ止めオムツを使用してい
る。夜間、ポータブルトイレを使用している方が三分の一
強いる。職員は利用者一人ひとりの排泄状況をタブレット
端末で入力し、そこから排泄パターンを把握し、随時のア
セスメントを基に適切な排泄支援を行っている。また、トイ
レの場所がわからなくなってしまう方がいるため、至る所に
目印を表示し極力自分でトイレに行き排泄できるように配
慮している。

乳製品の提供や水分摂取の促しをする。毎
日の歩行や体操を実施し身体を動かして便
秘予防に努めている。オムツ使用の方も排
便マイナスが続く時には、ポータブルトイレ
での座位排便がでるよう介助している。

タブレット入力している日々の記録を随時確
認しながら、食事量・水分量の確保出来る
ようにしている。不足の場合はご本人より状
態と嗜好を考慮して摂取しやすいものを提
供している。

毎食後、個別に口腔ケアをしている。ご本人
の状態に適した口腔ケア用品を使用し、自
身でできる方には声掛けと準備をし、お手
伝い必要な方は1対1で介助している。

季節の食材を使用して旬なものを提供した
り、月２～３回は決まったメニューではなくお
楽しみメニューに変更し、行事やお誕生日
の際はリクエストでの食事提供をして、楽し
みとなるよう工夫している。おはぎ・バーベ
キュー・ホットケーキなど手作りのお手伝い
や食器拭きなど後片付けを一緒にしてい
る。

自力摂取できる方が三分の二強で、一部介助の方と全介
助の方が数名となっている。一人ひとりの利用者に応じて
おかゆ、荒キザミなどで対応している。ターミナル期の利
用者には高カロリーゼリーなども併用している。献立は食
材会社に委託しており、そのレシピを参考に職員が調理
し、ホームの畑で取れた野菜やウド・タラの芽、地域の方
からのおすそ分けも利用している。また、干し柿作り、梅漬
け作り、繭玉作りなどを行ったり、誕生日には本人の希望
を聞いて寿司や刺身をテイクアウトし「食」を楽しんでもらえ
るようにしている。利用者は力量に応じてテーブル拭きや
食器拭きなどの役割を担っている。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 （18）○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

52 （19）○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

自ら電話や手紙のやり取りは困難だが、電
話のご希望があるときは、職員が仲介とな
りやり取りができるよう支援している。
コロナ禍となり、ご希望があればビデオ電話
も繋げてコミュニケーションできるように支援
している。

共有スペースはエアコンと床暖房により、一
年を通じて過ごしやすい室温にできるよう心
掛けている。トイレや居室がわかりやすいよ
うに表示をしている。リビングには季節感が
感じられるように生花や鉢植えなどを置い
たり、生活の様子や行事の写真、共同制作
の作品などを飾っている。玄関にはメダカの
水槽を置き、利用者と一緒に成長の観察な
どしている。

共有部分は床暖房とエアコンで温度調節されており、食堂
はこじんまりとして採光が良く、季節の飾りつけがされてい
る。掲示板には運動会の写真が貼られていた。各ユニット
にはトイレが3ヶ所ずつあり、１つは車いすでもゆったり使
用できるスペースとなっている。トイレの場所がわかるよう
にいたる所に表示がされている。また、浴室はユニットバ
スで安全確保のために手すりがいたる所に設けられてい
る。

個別の希望どおりではないが、ベランダで
外気浴や敷地内の散歩などは陽気に合わ
せて行っている。季節感を感じられるよう近
隣の景色をに見に時々ドライブに出かけて
いる。馴染みの美容院がある方は、ご家族
に協力して頂き、感染対策をした上で2ヶ月
に1回程度外出をしている。

現在は新型コロナウィルス感染防止の観点から制約を受
けており、日常的にはベランダへ出て外気浴をしたり、
ホーム周りを散歩して気分転換を図っている。例年であれ
ば年間の外出計画を立てて、花火大会や外食などへ出か
けているが、現在、新型コロナ禍の中ウイルス感染防止の
観点から休止している。そうした中、感染予防に努めなが
ら桜やコスモス、紅葉などを見にドライブへ出かけ、車中で
眺めながら季節感を感じていただいている。

個別に金銭管理ができる方は少ないため、
個人で現金を所持している方は少ない。買
い物希望の際は、職員が同行して散歩を兼
ねて近隣ストアへおやつを買いに行く支援
をしている。

処方内容の説明書を個別管理して、内容変
更時にはその都度確認できるようにしてい
る。
内服薬変更時は数日間症状に変化がない
か介護・看護で情報共有して確認している。

洗濯物たたみや排泄物処理のための新聞
紙たたみなど役割をもって職員と一緒に作
業して頂いている。夏は軒下やベランダでな
す・きゅうり・ミニトマトなどの野菜作りをし、
一緒に収穫して生活の中での楽しみを感じ
られるよう支援している。

個別の希望や体調に合わせて休息して頂
き、生活習慣に合わせて午睡をとって頂い
たりしている。安心して気持ち良い睡眠がと
れるよう、日中の活動量を増やしたり、寝具
の調整などをしている。
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グループホームあゆみ

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目
自己評価

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

54 （20）○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相
談しながら、使い慣れたものや好みのものを活か
して、本人が居心地よく過ごせるような工夫をして
いる

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

居室入口に飾りなどをして目印になるように
し、浴室入り口に「ゆ」のマークやトイレへの
矢印などをの目印を掲示している。

ご本人の希望に沿った場所で過ごせるよう
に、食事席のほかにベンチなどを置いて、
その時の気分で過ごせるように配慮してい
る。食事の席は決まっているが、その時々
で会話ができるよう移動している。

ご自宅の馴染みの品や思い出のあるもの
などをご持参いただき、居心地の良い空間
となるように配慮している。

各居室にはベッドとクローゼットが備え付けられており、床
暖房とエアコンで温度調節をしている。基本的に持ち込み
は自由で、テレビ、自宅で使い慣れたテーブルや椅子が置
かれていたり、趣味で作ったつるし雛、家族の写真やアク
ティビティーで制作した作品が飾られており、生活感が感じ
られた。
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